
  informatio n

　

市
内
唯
一
の
小
規
模
特
認
校
で
、

市
内
全
域
か
ら
通
学
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
対
象　

市
に
住
民
票
が
あ
る

児
童
で
、保
護
者
が
学
校
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・

地
域
の
活
動
な
ど
に
積
極
的
に

協
力
で
き
、
保
護
者
の
責
任
で
登

下
校
時
の
安
全
を
確
保
す
る
こ

と
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
し
、

教
育
委
員
会
が
許
可
し
た
者
。

■
申
込
み
締
切
り　

２
月
２
日（
月
）

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

　

学
校
教
育
課

　

岸
本
小
学
校　

54-

２
６
３
９

　

■
写
真
の
部

▼
期
間

　　
１
月
17
日（
土
）〜
25
日（
日
）

▼
場
所　

野
市
図
書
館

■
書
道
・
絵
画
の
部　

▼
期
間

 　
２
月
21
日（
土
）〜
３
月
１
日（
日
）

▼
場
所　

野
市
図
書
館

■
陶
芸
の
部　

▼
期
間

 　
２
月
21
日（
土
）〜
３
月
１
日（
日
）

▼
場
所　

香
我
美
図
書
館　

※
い
ず
れ
も
月
曜
日
は
休
館
で
す

■
問
い
合
わ
せ

　

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　　

ご
存
じ
で
す
か
？

　

20
歳
に
な
る
と
「
国
民
年
金
」

に
加
入
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
。

　

「
国
民
年
金
」
は
、
老
後
は
も
ち

ろ
ん
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
収
入

が
途
絶
え
て
も
、
安
心
し
た
生
活

を
送
れ
る
よ
う
社
会
全
体
で
支

え
合
う
制
度
で
す
。

■
年
金
手
帳
と
基
礎
年
金
番
号

　

20
歳
に
な
る
と
、
送
ら
れ
て
く

る
年
金
手
帳
に
記
載
さ
れ
た
基

礎
年
金
番
号
は
、
年
金
を
受
給
す

る
と
き
や
会
社
に
就
職
す
る
と

き
な
ど
、一
生
使
う
も
の
で
す
。

  

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度　

　

学
生
は
、
在
学
中
の
保
険
料
を

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
以
外
の
20
歳
代
の
人
は
、

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
確
定
申
告
に
必
要
で
す
！

　
　

国
民
・
厚
生
年
金
保
険
や
共
済

組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
・

退
職
年
金
は
、「
雑
所
得
」
と
し
て

課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

１
月
下
旬
ご
ろ
、
老
齢
年
金
な

ど
の
受
給
者
全
員
に
「
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
」
を
送
付
し
ま

す
。
確
定
申
告
に
は
、
こ
の
「
源
泉

徴
収
票
」
が
必
要
で
す
。
紛
失
し

た
場
合
は
、
近
く
の
社
会
保
険
事

務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
障
害
・
遺
族
年
金
は
、課
税
対
象
と
な
ら

な
い
の
で「
源
泉
徴
収
票
」は
発
行
さ
れ
ま

せ
ん

■
問
い
合
わ
せ

　 

南
国
社
会
保
険
事
務
所

　

 

０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１ 

　

市
役
所
市
民
保
険
課 

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
を
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
人
で
、
口
座
振
替
へ
の
変

更
を
ご
希
望
さ
れ
る
人
は
、
窓
口

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
２
月
６
日
（
金
）
ま
で
に
手
続

き
す
る
と　

４
月
分
か
ら
年
金

の
天
引
き
が
中
止
さ
れ
、
７
月
か

ら
口
座
振
替
に
よ
る
引
き
落
と

し
に
な
り
ま
す
。（
保
険
料
の
総

額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
）

■
２
月
６
日
（
金
）
を
過
ぎ
る
と

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
の
中
止

は
６
月
分
以
降
に
な
り
ま
す
。

※
４
月
か
ら
新
た
に
年
金
の
天
引
き
が
始

ま
る
人
に
は
、１
月
中
に
通
知
し
ま
す

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
被
保
険
者
証

②
印
鑑

③
金
融
機
関
で
の
口
座
振
替
申

込
書
の
控
え　　

■
申
請
窓
口　

　
　

市
役
所
市
民
保
険
課
・
各
支
所

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
市
民
保
険
課　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

「
成
年
後
見
制
度
」は
、認
知
症
・

精
神
障
害
・
知
的
障
害
な
ど
の
理

由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
が
、

財
産
管
理
や
日
常
生
活
で
の
契

約
な
ど
を
行
う
と
き
に
不
利
益

や
悪
質
商
法
の
被
害
者
に
な
る

こ
と
を
防
ぎ
、
権
利
と
財
産
を
守

り
支
援
す
る
制
度
で
す
。

◆
「
ひ
と
り
暮
ら
し
な
の
で
病
気

や
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
な
ど

将
来
の
こ
と
が
心
配
」

◆
「
ひ
と
り
で
の
お
金
の
管
理
や

契
約
に
自
信
が
な
い
」

◆
本
人
や
家
族
が
、
ど
こ
に
相
談

す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
こ
の
よ

う
な
不
安
や
心
配
を
抱
え
て
い

る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
窓
口　

▼
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

55-

２
２
１
６

▼
市
社
会
福
祉
協
議
会　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

57-

７
３
０
０

▼
高
知
家
庭
裁
判
所　
　
　
　

　

 

０
８
８-

８
２
２-

０
３
０
４

▼
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
高
知　
　

　

 

０
８
８-

８
２
５-

３
１
３
１

　

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　
　

支
払
い
方
法
を
変
更
で
き
ま
す

　
　

小
規
模
特
認
校

　
　

岸
本
小
学
校
児
童
募
集

 

催　

し 

 

年　

金 

第
３
回
香
南
市
美
術
展
覧
会

入学通知を送付します。入学通知を送付します。

次のようなときは学校教育課へお問い合わせください。

　★期日までに入学通知書が届かない場合 

　★入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき 

　★入学通知書の内容に誤りがあるとき 

　★入学通知書により指定された学校以外へ入学するとき

 ４月に新しく小学校・中学校に入学される
お子さんへ

■対象者　平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ（小学校）

　　および平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ（中学校）

　　で香南市内に住民登録をされているお子さん

■送付期日　１月中旬～末まで

■送付場所　１月初旬にお子さんが住民登録されている住所

二
十
歳
が
ス
タ
ー
ト

　

「
国
民
年
金
」！

■場所：香美市立美術館
■開館時間：9時～17時
■入場料：一般300円
■関連企画：
　・絵金カレンダー作り
　・素浄瑠璃公演

1月20日～2月1日

■問い合わせ・予約

　絵金蔵　　57-7117

祝祭に捧げた夢

20
年
分
源
泉
徴
収
票
を

　
　

送
付
し
ま
す

医　

療

知
っ
て
お
き
た
い

「
成
年
後
見
制
度
」

相　

談

※
い
ず
れ
の
制
度
も
市
役
所
で
申
請
で

き
ま
す
の
で
、納
付
が
困
難
な
場
合
は
ご

相
談
く
だ
さ
い

　１月25日より、路面電車と高知市発着の路線バス（高速
バス除く）に利用できるＩＣカード「ですか」の運用が始
まります。使い方はとっても簡単、電車やバスの乗降時に、
カードを読み取り機にかざすだけで精算ができます。

【申込み・お問い合わせ】

土佐電気鉄道（株）　 088-833-7112

高知県交通（株）　　 088-845-1608

【特別徴収の対象者】
下記の条件すべてに当てはまる人です。

※今年新たに特別徴収される人は、昨年10月１日まで

に下記の条件に該当した人（世帯主）です。

①国保の被保険者

②年金の受給額が年額18万円以上

③国保加入者が65歳以上75歳未満の人で構成された世

帯の世帯主

④介護保険料との合計額が世帯主の年金額の1/２を上

回らない

【仮徴収とは】
　21年度の国保税額は、今年７月に確定され10月から

本徴収されます。その税額が確定する前の４・６・８月

の年金から特別徴収（天引き）することを仮徴収といい

ます。仮徴収の税額は、20年度の国保税の課税実績に基

づいて決定します。

【特別徴収から口座振替への変更】
　金融機関に口座をお持ちの人は、口座振替による納

付に変更できます。

【申請窓口】市役所税務課・各支所
【問い合わせ】市役所税務課

■市外にも健診ができる医療機関があります。
市外の医療機関で受診を希望される場合は、市
と委託契約しているか問い合わせてください。

特定健診・健康診査ができる市内の医療機関
                                          （12月31日現在）

医療機関名 住　　所 電　話

もえぎクリニック 赤岡町2066-3 57-3050

54-2220

56-1013

57-5311

55-3030

54-2235

56-3800

56-3063

55-1101

56-2002

56-2211

56-0138

57-8810

54-2250

香我美町山北1304-1

野市町西野551-3

野市町西野587-15

野市町みどり野１丁目64

野市町東野447-2

野市町西野51-1

野市町西野2235

野市町西野2636-6

野市町西野2192-2

野市町東野169-1

野市町西野1945

夜須町手結298-30

野市町東野555-18

山北診療所

55-1500香我美町岸本800-1ヤ・シィクリニック

北村産婦人科

さとう循環器消化器科

鈴木内科

近森医院

西山内科

野市整形外科病院

野市中央病院

疋田内科

藤川クリニック

藤田整形外科

のいち眼科

夜須診療所

55-5100夜須町坪井23-1寺田内科

■問い合わせ　市役所市民保険課　

40～74歳の特定健診を受けていない人へ

受診券の有効期限は平成21年1月末です。
　今月が最後のご案内です。期限を過ぎると今年度は特定健
診が受診できません。今年度の集団健診は終了しましたので、
医療機関で個別に受診してください！

65～75歳未満の人で構成された世帯の

世帯主の人へ
平成21年度の国保税が特別徴収（年金からの天引き）

に該当される人は４月から仮徴収が始まります。
対象となる人には１月中に通知します。

広告
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